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　　　第17回宇宙開発委員会（定例会講）

　　　　　　　議　事　次　第

日時　　　昭和52年7月15日㈹・午後2時～4時

場所　　・宇宙開発委員会会諾室

議題、，宇翻三条練ついて

資料

委17－1　第16回宇宙開発委員会（定例会議）議事要旨

委17－2．宇宙関係上約について婦
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　　　第16回宇宙開発委員会（定例会議）

　　　　　　　　議　事　要　旨

日時　　’昭和52年7月6日㈱　午後2時～4時

場所　　　宇宙開発委員会押回室

議題　　（1）宇宙開発計画に開する要望事項について

　　　　（2）　　〃　　　　の見直しに関する審詑について

資料

委16引第15畔翻発委飴（定例会議）繍要旨
委16－2宇舗発謳燗銘娑懸項，について（その2）

委16－5　　〃　，　9　　　　〃　　　　（その5）

委16－4　〃，の賄しに関する嚇につい礫・

出席者

　宇宙開発委員会委員長代理　　　　　　網　島・　　毅

　　　”　　　　委員　　　　　　　　吉　識　雅　夫

　　　”　　　　”　　　　　　　　　八　藤　東　禧

　　　”　　　　”　　　　　　　　斎　藤　成　文，

関係省庁職員等

　科学技1術庁研究調整局長　　　　・　　園　山．重　道

　　　”　長官官房参事官　　 佐伯宗治
文部省学術国際局審舘官　　　　　　沢　田　　　徹

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（代理：大坂），

工業技術院総務部長　　　，沢井新一郎

　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〃　：高僑）

　　運輸省大臣官房参事官　　　　　　　沼　越達　也

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〃　：上田）

　　高射継蔽　　　’．韓木　巌
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（〃　：高谷）

　　海上保安庁締音隈　　　　鈴木　登
　　　　　　　　　　　　　　　　1　　（〃　・石井）

　　郵政省電波監理局審議官　　　　　一　門　田　　　博

　　　’　　　　　　　　　　　　　　　　　（〃　：石田）

　　　〃　　　〃　　　　　　　　　　　　金　田　秀　夫

　　　〃　ガ・　　　・，甕昭男
　　　”　　”　　　　　　　　．原田祐浩
事務局

　科学技術庁研究調整局宇宙企画課長　　伊　藤　栄　＿

　　　〃　　　　　　　　宇：宙国際課長　　三　浦　　　信

　　　〃　　　　宇：宙開発謙長　雨村博光他
6　譜；集要旨

（1）前回議事要旨について

　　第15回宇宙開発委員会（定例会議）i謬事要旨が確認され

　た。

（2）轄醗計画燗す腰聾項σわいて

　　事務局から資料委16一一2及び5に基づいて説明が行われ

　たのち、以下の質疑酪が行われた。
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①　郵政省関係

　　吉識：電離層観測衛星と電波観測衛星では、観測項目に大

　　　　きな違いがあるのか。

　　金田：観測項目はあまり大きくは変らない。電離層観測の

　　　　ミッションを電波観測衛星に取り込み、電波観測衛星

　　　　に一本化する考えである・

　　網島：通信衛星及び放送衛星を実用に使うことについては、

　　　　郵政省としての方針は固つたのか。

　　門田：通帖衛星については、57年度実用衛星打上げの方
　　　（代理：石田）

　　　　針がほぼ固つた。放送衛星については、WARC・BSの結

　　　　果の検討等もあり、通信衛星より若干遅れる見込みで

　　　　ある。

　　吉識：GS’の実族をしないうちに方針を固めたのか。

　　門田：当然・実験の結呆を踏まえなければ方針は明確にで
　　（代理：石田）

　　　　きないが・GMS吻合と同榔GSの熟力1すべて騰にい

　　　　つた場合を前提にしている。

②　文蔀省関係　　　　　　　　　　　、

　　網島：痘ロヶツトの幅広い活用とあるが、実用衛星の打上

　　　　げまでも考えているのか。冒

　　沢田1特にそこまで考えていない。固体ロヶツト技術を幅
　　（代理＝大坂）
　　　　広く活用してほしいということである。

⑤　科学技術庁関係

　　吉識・海洋観測衛星の軌道については書いてないが、まだ

　　　　決めてないのか。

事務局：極軌道を考えている。陸域観測衛星は極軌道のなかでも

　　特別な軌道なので特に明記した。

吉識波浪観灘目当高嚇能のセンサー繊とするものも
　　あるので・センサーρ研究を積極的に進める必要がある。

八藤3地球洋琴衛星の要望は・将来利用することが考えられる省

　　庁と十分にづめたものか。

事務局：地球観測衛星の概念を固めるための委託調査において利

　　用機関の要求も十分反映させるよう連絡をとりながらまとめ

　　ている。

八藤：センサーや解析技術の開発ならともかく、具体的な海洋観

　　測衛畢という要望としては・将来責任をもって運用するとこ

　　ろをもっとつめる’必要があるのではないか。

園山：複数省庁にまたがって必要となる施設設備の設置運営は科

　　学技術庁の任務のひとつとなフており、また、海洋科学技術

　　ヤンタ一等の関係機関もあるので、これらに実際の運用を委

　　ねることも考えられ為が、現在は開発の段階であり、今後と

　　うするかは実際の運用た移行するまでに考えていきたい。亀

　　　また・地球観測システムの設置連営に当たっては、利用機

　　関の要求も十分閉園できるように調整を図っていきたい。

八藤：単なる要望では，なく魂委員会が計画として取りあげられる

　　ようも⇒とつめてもらいたい・

（3）宇宙開発計画の見直しに関する審議について

　　事務局から資料委16－4に基づいて説明が行われたのち、

　原案どおり快定された。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　、
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宇宙関係条約について釦

H臼和52年7月15日
宇宙開発委員会’
　　　決　　定

　宇翻携照会では’・「宇働・徽よ姓ずる糖の国際的回

船任附する条約」（昭和4．ン勾三発効）・、「判倥敵発射さ

．れた物体の登録に贈る条約」（昭和5怖発効）及び「宇宙勇鳶

行士の救助・宇宙飛行士の送還及び宇宙空間に発射された物体の

返還醐する協定」（噛4・5鱗効）（以下、上記の2条約1

血鯛「宇翻係納」という・）の繍抄する網題につい

て慎重審議を行つ｝ζきたとどろである。

　宇宙関係条約は・既に昭禾・42年、我が国が批准した「月その

他の天体を含む軸糊の搬及び零∫肺こおける国家活動を律づ・

る願咋関する条約」におい｝碗定されている国家等の欄獅∫

想体化し・か？・梛旅する膿規則と手続きとを定めたもの

である。

当韻傘は・我が国の憶想｛僥の進展状況及び世界の糀瀞

槻髄びにこれらの将来唖η向にかんがみ、我が騰｛霜’
P燃

条継締結することは・三軍腕1（対する我が匡1の難ある姿勢

をより嚇納外に示如髄∴ではなく、難いよいよ本格化す

る我力欄の宇翻騰を円滑㈲自進していくため必要かつ有益であ

ると考える。

よう箪委飴は・轍政府に紳て、可能な限腿や旅本r

件宇翻係細の雛のた．めの方途が講ぜられること腰望する。

，

’

｝　　　曾

、

f一一

●




